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タイトル 

市内中小規模店舗等への決済端末の無償導入を支援 

～店舗向け みっきぃとくとく・マイナポイント導入支援～ 

 
内 容 

本年度は、マイナポイント事業費補助金のひとつとして、店舗等に決裁端末を

提供する事業者に対して、国から補助率 1/2、上限 5 万円の補助が実施されます

が、補助要件として、「店舗等に対し、決済端末本体等を無償で提供すること」

（提供者が残分を負担すること）が定められています。 

このため、市内の店舗等がこの補助金を活用し、決済端末を無償で導入したい

と希望しても、提供者から対象外とされることや、決済手数料等に負担額を転嫁

されることなどが予想されます。 

市では、売上規模の小さい店舗等においても、国補助を有効に活用し、円滑な

キャッシュレス決済環境の構築が可能となるよう市独自の支援を実施します。 
 
１ 端末導入決済事業者（市からの導入支援受託事業者） 

  イオンクレジットサービス株式会社 姫路支店 

  兵庫県姫路市白銀町 24番地 みなと銀行第一生命共同ビル 4階  
 
２ 申込期限  

  令和 2年 10月 30日（金） 
 
３ 支援の対象店舗等 

  楽天 Edyを利用し、みきマイナに参加する店舗 

   【みきマイナ対象店舗】 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市内中小規模店舗等 

（スーパーマーケット、ドラッグストア、コンビニエンスストア、オンライン

ショッピング等を除く） 
 
４ 店舗の決済端末導入申込方法 （参考資料別紙「みきマイナ参加店舗募集中」） 

  イオンクレジットサービス株式会社姫路支店 法人営業部へ直接申込 

  平日 10:00～18:00 TEL 079-288-0921 FAX 079-288-9614 

セールスポイント 

市民は、キャッシュレス決済の手段に電子マネー（ＷＡＯＮや楽天Ｅｄｙ）を

選ぶ方が多い一方で、店舗等では、端末等の設置が必要ないＱＲコード決済の導

入に留まるところが多い現状があります。両者の需給ギャップの解消を図り、市

全体のキャッシュレス推進を図ります。  

 



 

「みっきぃとくとく・マイナポイント」（略称「みきマイナ」）について 

 

9 月から、国が実施するマイナポイント事業に併せて、三木市内の中小規模店

舗を利用した場合に、三木市がさらに 25％、最大 5 千円分のポイント上乗せを

行います。 

マイナポイントを PayPay または楽天 Edy に登録いただいた方が対象です。（三

木市民でなくてもご利用いただけます。）（みきマイナの実施期間は 12 月 31 日

まで。） 

 



 

 


